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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第８期 

第１四半期連結 
累計期間 

第７期 

会計期間 
自 2021年１月１日 
至 2021年３月31日 

自 2020年１月１日 
至 2020年12月31日 

売上高 （千円） 354,464 1,175,930 

経常損失（△） （千円） △ 124,981 △683,531 

親会社株主に帰属する 
四半期（当期）純損失（△） 

（千円） △ 125,121 △1,184,811 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △ 126,190 － 

純資産額 （千円） 389,952 467,143 

総資産額 （千円） 1,795,188 1,866,354 

１株当たり 
四半期（当期）純損失（△） 

（円） △10.01 △96.24 

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益 

（円） － － 

自己資本比率 （％） 19.05 25.03 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は、当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第７期連結会計年度に代

えて、第７期事業年度について記載しております。 

４．当社は、第７期第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第７期第１

四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非上

場であり期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載して

おりません。 

６．当社は、2021年８月11日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。 

 

 

２【事業の内容】 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社MIWA Akerun Technologiesを連結の範囲に含めて

おります。この結果、当社グループは2021年３月31日現在では、当社及び連結子会社１社により構成されることとな

りました。 
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第２【事業の状況】 

１【事業等のリスク】 

 当第１四半期連結累計期間において、新たに事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社グ

ループは、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び

前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。 

 

(1）経営成績の状況 

当社グループは、「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」を企業ミッションに掲げ、世の中の物理

鍵とそれに伴う様々な制約から人々を解放し、扉で分断されたあらゆる場所や空間に人々が自由にアクセスできる

「キーレス社会®」の実現を目指しております。具体的には、スマートロック等のIoT機器及びクラウド型認証プ

ラットフォームを活用したサービスを開発し、サブスクリプションモデルにより提供しております。 

現在、各種法制度の要請による従業員の労働時間の適正な把握の必要性、個人情報保護のためのセキュリティ対

策だけでなく、企業での働き方改革の進展や直近の新型コロナウイルス感染症の影響の拡大により、勤務する場所

も従来のオフィスに限らず、自宅に加えてコワーキングスペースやシェアオフィスなどへと分散化しております。

この結果、それらの分散化した空間への出入りを可視化および管理制御する入退出管理システムや認証システムの

ニーズは高まっており、個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場は今後も拡大していくことが

予想されております。 

このような事業環境において、当社グループは、製品機能や提供サービスの拡充及び品質の向上に加えて、潜在

顧客及び受注獲得のための最適なマーケティング活動及び販売戦略の立案・遂行に注力しております。特に、オ

フィス領域におけるさらなる成長拡大に向けて、主要導入企業である全国で約360万（注1）ある中小企業への販売

促進施策を継続的に強化し、新規顧客のさらなる獲得に努めました。中小企業への提供拡大にあたっては、大阪と

福岡の地方拠点の活用に加え、販売パートナーを支える専任チームの強化・拡充を実施しております。また、内装

会社、建築設計会社、オフィス仲介会社との関係性強化を通じて潜在顧客への提案機会の増加を図る専任チームに

よる営業活動の強化と人員の増強を継続的に実施しております。加えて、より大きな収益機会が見込める大規模企

業への販売拡大のための専任チームの増員や提案力の向上も図ることで、既存の大規模企業ユーザーとのリレー

ション強化を通じたアップセルを含む、継続的なLTV（注2）の最大化と新規顧客獲得を図っております。 

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は354,464千円、営業損失は128,345千円、経常

損失は124,981千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は125,121千円となりました。 

なお、当社は、Akerun事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりませ

ん。 

 

(注)１．経済産業省「2020年版中小企業白書・小規模企業白書」（2020年4月24日） 

２．LTVとは、Life Time Valueの略で、顧客との取引の開始から終了までの期間にもたらされる総利益（顧

客生涯価値）のことであります。 

 

（２）財政状態の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,795,188千円となりました。この主な内訳は、現金及び預

金1,474,770千円、売掛金102,980千円であります。 

 

（負債） 

      当第１四半期連結会計期間末における負債は1,405,236千円となりました。この主な内訳は、借入金925,640

千円、前受収益260,947千円であります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は389,952千円となりました。この主な内訳は、資本剰余金

1,561,954千円、利益剰余金△ 1,309,932千円であります。 
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（３）経営方針・経営戦略等 

      当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更

はありません。 

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。 

 

（５）研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、31,436千円であります。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

 

３【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 



5 

第３【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 196,000 

Ａ種優先株式 20,000 

Ｂ種優先株式 8,000 

Ｃ種優先株式 8,000 

Ｃ２種優先株式 4,000 

Ⅾ種優先株式 14,000 

計 250,000 

②【発行済株式】

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（2021年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（2021年９月30日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 23,106 14,535,400 

非上場 

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社における
標準となる株式であり
ます。 
なお、単元株式数は
100株であります。 

Ａ種優先株式 11,616 － 

（注）２ 

Ｂ種優先株式 6,952 － 

Ｃ種優先株式 6,362 － 

Ｃ２種優先株式 2,678 － 

Ⅾ種優先株式 11,762 － 

Ｅ種優先株式 － － 

計 62,476 14,535,400 － － 

（注）１．2021年７月27日付の第５回新株予約権、第６回新株予約権、第８回新株予約権及び第10回新株予約権の行使

により、発行済株式総数はＡ種優先株式が1,584株、C種優先株式が104株、Ｃ２種優先株式が440株増加して

おります。 

２．2021年７月28日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、Ⅾ

種優先株式及びＥ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021

年７月28日付で自己株式として取得し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｃ２

種優先株主、Ｄ種優先株主及びＥ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株

式、Ｄ種優先株式、及びＥ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得した

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、Ⅾ種優先株式及びＥ種優先株式は、2021年

７月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。 

３．2021年７月28日開催の取締役会決議により、2021年８月11日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は14,462,723株増加し、14,535,400株となっております。 

４．2021年８月５日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年８月11日付で単元株式数100株とする

単元株制度を採用しております。 
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。

（第12回新株予約権） 

決議年月日 2021年３月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 １ 
当社従業員 59 

新株予約権の数（個） ※ 300（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） ※ 普通株式 300（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ 140,000（注）２ 

新株予約権の行使期間 ※ 2023年３月30日～2031年３月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額（円） ※ 

発行価格  140,000 
資本組入額 70,000 

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）５ 

※ 新株予約権証券の発行時（2021年３月29日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数 ＋ 
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

３．新株予約権行使の条件 

(1）行使条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締

役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。

② 当社株式が日本国内の証券取引所に上場されることを要する。

③ 行使期間初日より前に以下の事由が発生した場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得

て行使することができる。

a．当社経営権の第三者への移行

b．当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること

④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、１個

の新株予約権の一部につき行使することはできない。

４．本新株予約権の取得事由及び条件 

当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。 

(1）当社は、本新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）が本新株予約権の行使の条

件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で取得することができる。

(2）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
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る。 

① 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使

用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場

合を除く。

③ 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合

④ 新株予約権者が破産の申立を受けた場合若しくは自らこれを申立てた場合、差押、仮差押、仮処分、強

制執行若しくは競売の申立を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑥ 新株予約権者が本新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき

(3）新株予約権者が当社の取締役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後に係る身分を有するに

至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予

約権を無償で取得することができる。

① 新株予約権者が当社の就業規則に違反した場合

② 新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合

(4）当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完

全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、本

新株予約権を公正な価格で取得することができる。

(5）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、本新株予約権を公正な価格で取得することができる。

① 当社経営権の第三者への移行

② 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること

５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して決定する。

(5）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権に準じて決定する。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会）の決議による承認

を要するものとする。

(8）その他新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

(9）新株予約権の取得事由及び条件

（注）４に準じて決定する。
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②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

2021年１月１日～ 
2021年３月31日 

－ 

普通株式 
23,106 

Ａ種優先株式 
11,616 

Ｂ種優先株式 
6,952 

Ｃ種優先株式 
6,362 

Ｃ２種優先株式 
2,678 

Ｄ種優先株式 
11,762 

－ 90,000 － 1,561,954 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2021年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 

普通株式  23,106 
Ａ種優先株式  11,616 
Ｂ種優先株式  6,952 
Ｃ種優先株式    6,362 
Ｃ２種優先株式  2,678 
Ｄ種優先株式   11,762 

普通株式  23,106 
Ａ種優先株式  11,616 
Ｂ種優先株式  6,952 
Ｃ種優先株式    6,362 
Ｃ２種優先株式  2,678 
Ｄ種優先株式   11,762 

－ 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 62,476 － － 

総株主の議決権 － 62,476 － 

（注）１．2021年７月27日付の第５回新株予約権、第６回新株予約権、第８回新株予約権及び第10回新株予約権の行使

により、発行済株式総数はＡ種優先株式が1,584株、C種優先株式が104株、Ｃ２種優先株式が440株増加して

おります。 

２．2021年７月28日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、Ｄ

種優先株式及びＥ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021

年７月28日付で自己株式として取得し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｃ２

種優先株主、Ｄ種優先株主及びＥ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株

式、Ｄ種優先株式、及びＥ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得した

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式は、2021年

７月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。 

３．2021年８月５日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年８月11日付で単元株式数100株とする

単元株制度を採用しております。 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

２【役員の状況】 

該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。 

 なお、当社は当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりま 

せん。 

 

２．監査証明について 

 当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第211条第６項の規定に基づき、第１四半期連結会計期

間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

 

３．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

 当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。 
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１【四半期連結財務諸表】 

（１）【四半期連結貸借対照表】 

 （単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間 

（2021年３月31日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,474,770 

売掛金 102,980 

仕掛品 23,605 

原材料及び貯蔵品 5,259 

その他 74,174 

貸倒引当金 △ 7,388 

流動資産合計 1,673,402 

固定資産  

有形固定資産 34,074 

無形固定資産 9,810 

投資その他の資産 77,901 

固定資産合計 121,786 

資産合計 1,795,188 

負債の部  

流動負債  

買掛金 30,706 

短期借入金 30,000 

1年内返済予定の長期借入金 204,960 

未払法人税等 1,209 

前受収益 260,947 

その他 162,336 

流動負債合計 690,160 

固定負債  

長期借入金 690,680 

資産除去債務 21,910 

その他 2,484 

固定負債合計 715,075 

負債合計 1,405,236 

純資産の部  

株主資本  

資本金 90,000 

資本剰余金 1,561,954 

利益剰余金 △ 1,309,932 

株主資本合計 342,021 

非支配株主持分 47,930 

純資産合計 389,952 

負債純資産合計 1,795,188 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

 （単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 2021年１月１日 
至 2021年３月31日） 

売上高 354,464 

売上原価 36,711 

売上総利益 317,752 

販売費及び一般管理費 446,097 

営業損失（△） △ 128,345 

営業外収益  

補助金収入 6,704 

違約金収入 400 

その他 680 

営業外収益合計 7,784 

営業外費用  

支払利息 4,402 

その他 18 

営業外費用合計 4,420 

経常損失（△） △ 124,981 

税金等調整前四半期純損失（△） △ 124,981 

法人税、住民税及び事業税 1,209 

法人税等合計 1,209 

四半期純損失（△） △ 126,190 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,069 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 125,121 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

 （単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 2021年１月１日 
至 2021年３月31日） 

四半期純損失（△） △ 126,190 

四半期包括利益 △ 126,190 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △ 125,121 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,069 
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【注記事項】 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） 

連結の範囲の重要な変更 

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社MIWA Akerun Technologiesを連結の範囲に含めておりま

す。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 
当第１四半期連結累計期間 
(自  2021年１月１日 
至  2021年３月31日) 

減価償却費 181千円 

 

（株主資本等関係） 

当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

３．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日） 

 当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場であり

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

２．当社は、2021年８月11日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。  

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 2021年１月１日 
至 2021年３月31日） 

１株当たり四半期純損失（△） △10円01銭 

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） △ 125,121 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） △ 125,121 

普通株式の期中平均株式数（株） 12,495,200 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概要 

2021年３月29日開催の取締役 

会決議による第12回新株予約権 

新株予約権の数 300個 
（普通株式 300株） 
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（重要な後発事象） 

（新株の発行） 

  当社は、2021年４月26日の臨時株主総会において、以下の通り、第三者割当による新株の発行を行うことを

決議し、2021年６月７日に払込が完了いたしました。 

(1) 目的株式の種類及び発行数 Ｅ種優先株式8,073株 

(2) 発行価格 １株につき216,800円 

(3) 発行価格の総額  1,750,226千円 

(4) 資本組入額 1株につき108,400円 

(5) 資本組入額の総額 875,113千円 

(6) 払込期日 2021年５月10日から2021年５月14日及び 

2021年６月１日から2021年６月７日 

(7) 資金の使途 事業拡大のための人材採用費及び人件

費、マーケティング費用 

     

 （第13回新株予約権の発行） 

  当社は、2021年７月24日開の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条及び第238条の規

定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者であるコタエル信託株式会社に対し、以下の通り、新株予約権

を発行することを決議いたしました。 

新株予約権の割当日 2021年７月28日 

新株予約権の割当対象者及び割当個数（個） 受託者コタエル信託株式会社 4,571（注１） 

新株予約権の数（個） 4,571 

新株予約権の目的となる株式の種類、 

内容及び数（株） 
普通株式 4,571 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 216,800 

新株予約権の行使期間 2023年４月１日～2036年７月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  216,800 

資本組入額 108,400 

新株予約権の行使の条件 （注２） 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも

のとする。 

(注)１．本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の

当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。 

 ２． 新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。 

      (1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2022年12月期から2028

年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成した場合に

は連結損益計算書）に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新

株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される

会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の損益計

算書（連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書）に記載された実績数値で判定を行

うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収

等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会

社の取締役、監査役もしくは従業員又は顧問もしくは業務委託先等の社外協力者であることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。 

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(5) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 
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 （優先株式の取得及び消却） 

 当社は、2021年７月28日開催の取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株

式、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、

2021年７月28日付で自己株式として取得し、対価として当該Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｃ２

種優先株主、Ｄ種優先株主及びＥ種優先株主にＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、

Ｄ種優先株式、及びＥ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。 

 また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｃ２種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種

優先株式は、2021年７月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております 

 

(1) 取得及び消却した株式数 

Ａ種優先株式                               13,200株 

Ｂ種優先株式                                6,952株 

Ｃ種優先株式                                6,466株 

Ｃ２種優先株式                              3,118株 

Ｄ種優先株式                               11,762株 

Ｅ種優先株式                                8,073株 

 

（２）交換により交付した普通株式数             49,571株 

 

（３）交換後の発行済普通株式数                 72,677株 
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 （株式分割及び単元株制度の採用） 

 当社は、2021年７月28日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、株式

分割に伴い、2021年８月５日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年８月11日付で定款の一部を変更し単元株

制度を採用しております。 

 

(1）株式分割の目的 

 当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、１単元を

100株とする単元株制度を採用いたしました。 

 

(2) 株式分割の概要 

① 分割の方法 

 2021年８月10日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、１

株につき200株で分割いたしました。 

 

② 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数                 72,677株 

株式分割により増加する株式数           14,462,723株 

株式分割後の発行済株式総数             14,535,400株 

株式分割後の発行可能株式総数           52,000,000株 

 

③ 株式分割の効力発生日 

2021年８月11日 

 

④ １株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりでありま

す。 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2021年１月１日 

 至 2021年３月31日） 

１株当たり四半期純損失（△） △10円01銭 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非

上場であり期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載し

ておりません。 
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２【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 
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